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果
保有額
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平成22年度
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会 計 の 内 容 教職員が取り扱っている理由等

1 ＰＴＡ会計 適正 178,097 605,316 PTA活動に係る経費を取り扱う会計
学校教育に深く関係する団体であり、また学校に常駐して
いない保護者が会計処理を行うことは困難であるため。

2 教育後援会会計 適正 537,123 656,832
盲学校の教育活動を支援するための経費を取り扱
う会計

学校教育に深く関係する団体であり、また学校に常駐して
いない保護者が会計処理を行うことは困難であるため。

3 1００周年記念事業会計 適正 143,719 2,895,398
PTA・教育後援会で積立てた創立１００周年記念事
業に係る経費を取り扱う会計

学校教育に深く関係する団体であり、また学校に常駐して
いない保護者が会計処理を行うことは困難であるため。

4
教育後援会会計
（富山基金特別会計）

適正 1,441,109 1,441,109
盲学校の教育活動を支援するための経費を取り扱
う会計で富山基金を財源とする特別会計

学校教育に深く関係する団体であり、また学校に常駐して
いない保護者が会計処理を行うことは困難であるため。

5 給食費会計 適正 235 3,345,560
生徒・教職員の給食費を集金し、業者等へ支払う経
費を取り扱う会計

学校給食は学校教育活動として行うものであるため。

6 寄宿舎食費会計 適正 357 1,752,207
寄宿舎生・寄宿舎指導員の寄宿舎食費を集金し、
業者等へ支払う経費を取り扱う会計

学校の性質上、寄宿舎は学校教育活動において必要であ
るため。

7 学校徴収金会計 適正 0 351,559 生徒の学校教育活動に係る経費を取り扱う会計 学校教育活動において必要であるため。

8
第３６回中国・四国地区
盲学校弁論大会会計

適正 0 105,000
平成２２年度に鳥取県で開催した中国・四国地区盲
学校弁論大会の開催経費を取り扱う会計

中国・四国地区の各県で持ち回って開催する学校教育活
動の中で実施する大会であるため。

9 生徒会会計 適正 173,221 318,018 生徒会活動に係る経費を取り扱う会計
学校内で組織している団体の会計であり、生徒が会計処
理を行うことが困難であるため。

10 生徒会購買会計 適正 354,763 447,108
生徒が学校活動で必要な物品の販売に係る経費を
取り扱う会計

生徒が学校活動に必要な物品を購買として販売するが、教
職員以外が会計処理を行うことは困難であるため。

11 舎友会会計 適正 5,256 14,100
寄宿舎の自治会（舎友会）活動に係る経費を取り扱
う会計

寄宿舎の自治会活動に係る会計であり、生徒が会計処理
を行うことが困難であるため。

12 同窓会会計 適正 41,007 67,686 同窓会活動に係る経費を取り扱う会計
学校教育に深く関係する団体であり、また学校に常駐して
いない同窓生が会計処理を行うことは困難であるため。

合計 2,874,887

県費外会計個表（鳥取盲）

※１ 平成２３年３月３１日現在の保有額

※２ 平成２２年度の総収入額（前年度からの繰越額を含む）


